
※大口団体扱割引率10%は、東京海上日動火災保険㈱のご契約が対象です。

大口団体扱割引率10%は、2026年4月1日～2027年3月31日までに保険期間（ご契約期間）の初日を有するご契約に適用されます。割引率は、団体の契約件数により毎年見直されます。
なお、大口団体扱割引は地震保険には適用されません。団体扱の対象となる方の範囲（契約者・被保険者）や団体扱特約失効時の取扱いについては、代理店までお問合せください。

取扱代理店
）0120-360-261フリーダイヤル （内線7-59-881

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー11階保険事業部

このポスターは火災保険（団体扱）の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がありましたら代理店までお問合せください。

引受保険会社

担当課

東京海上日動火災保険（株）
兵庫本部　企業営業部営業課　TEL 078-333-7225
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関西企業営業部　神戸企業営業課　TEL 078-333-2824

損害保険ジャパン（株）
関西企業営業第一部　神戸企業室　TEL 050-3461-6288

あいおいニッセイ同和損害保険（株）

Kawasaki
火災保険

お 住 ま い ・ 家 財 を 様 々 な リ ス ク か ら お 守 り し ま す
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